
特別行政相談及び応援職員の派遣に関する取組と今後の対応方針

○成果
生活支援情報の提供や被災者からの相談に対応し、被災者に寄り添う「特別行政相談活動」を展開

○今後の課題と対応方針
今後の災害でも被災者支援に万全を期するため、自治体との連携を強化し、特別行政相談活動を更に充実

成果（1年の姿） 今後の課題と対応方針
①生活支援情報を一冊にまとめたガイドブックを被災者に配布

②災害専用フリーダイヤルを設置

③被災者の相談にワンストップで対応する特別行政相談所を開設

→上記の取組は発災直後から継続中であり、
・被災者に支援情報を迅速に提供（ガイドブックを約２.３万部配布）
・被災者のお困り事にきめ細やかに対応（約６,０００件の相談に対応）

（相談対応例）２次避難先の市町村の窓口において、マイナンバーカードの
電子証明書の暗証番号の再設定ができるようにした

今後の災害に備え、平時から自治体と連携を強化し、
ガイドブックを国・自治体共通の被災者向けの情報発
信ツールにする等の取組を進める

【ガイドブック】

【特別行政相談所】
（石川県内で145か所で開設）

○成果
・被災自治体において不足する人員について、全国の自治体から職員を派遣し支援

○今後の課題と対応方針
・令和８年度に被災自治体において不足する人員について、全国の自治体からの職員派遣の調整

成果
①被災自治体において不足する人員について、全国の自治体から職員を派遣し支援
【被災市町への短期の職員派遣】
＜令和６年能登半島地震＞
○発災直後から避難所運営や、罹災証明書の交付に向けた住家被害認定調査などの業務を支援。令和６年８月４日をもって終了。

・最 大 時：１７市町 １,２６３名（令和６年１月２６日時点）
・延べ人数：１８市町 １１５,９５９名（～令和６年８月４日）

＜令和６年９月２０日からの大雨＞
○発災直後から避難所運営や、罹災証明書の交付に向けた住家被害認定調査などの業務を支援。令和６年１１月３０日をもって終了。

・最 大 時：３市町 ９４名（令和６年１０月１４日時点）
・延べ人数：３市町 ３,３１０名（～令和６年１１月３０日）

【被災市町への中長期の職員派遣】
○「復旧・復興支援 技術職員派遣制度」を活用するとともに、関係省庁や関係団体と連携し対応。
○被災自治体からの中長期の人的支援の要望を満たすべく、
令和６年度に３１９名、令和７年度に３１９名の派遣を決定し、順次派遣。

②「応急対策職員派遣制度」の要綱等改正
令和６年能登半島地震での教訓を踏まえ、「応急対策職員派遣制度」の要綱等を改正（令和６年１０月１９日施行）し、派遣の長期化に備え、
必要に応じて総括支援団体の交代や追加を行うなど見直しを行った。

今後の課題と対
応方針
○令和８年度における被災
自治体からの中長期の人的
支援の要望を満たすべく、
被災県からの職員派遣に加
え、関係省庁や関係団体と
連携して調整した。３１０
名の派遣を決定し、令和８
年４月以降順次派遣。

災害マネジメント支援 現場での測量業務
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